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ス
チ
ヴ
ン
ソ
ン
が
ロ
マ
ン
ス
に
窟
め
る
仙
境
と
呼
ん
だ
殴
日
目
は
十
四
の
小
鳥
よ
り
成
る
群
隆
で
、
ホ
ノ
ル
、
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
よ
り
メ
ル
ポ
ー
ン
、
、
ン
ド
’
－
－
に
至
る
濠
洲
航
路
の
絶
好
の
燃
料
袖
給
地
さ
し
て
、
又
戦
略
上
の
要
地

さ
し
て
南
太
平
洋
上
に
重
要
な
位
澄
を
占
め
て
ゐ
る
。

”
・
胃
再
Ｆ
ｏ
巳
切
鱒
①
ぐ
ｇ
い
○
ロ
は
一
八
九
○
年
以
来
ア
ピ
ア
市
の
近
傍
に
居
を
定
め
、
土
人
に
敬
慕
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が

一
八
九
四
年
十
二
月
三
日
涜
焉
壷
こ
し
て
世
を
去
っ
た
。
彼
の
辿
骸
は
附
近
の
山
上
に
埋
葬
さ
れ
、
そ
こ
に
は
今
紀
念

碑
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
琶
云
は
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
サ
モ
ア
に
來
・
つ
に
歴
史
を
顧
れ
ば
、
一
七
二
二
年
猟
逃
の
航
海
者
］
．
冒
開
①
ぐ
命
の
己
が
マ
ヌ
ァ
群
島

を
發
見
し
に
の
が
蚊
初
で
あ
る
詞
こ
一
般
に
信
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
俳
人
Ｆ
，
国
。
侭
四
一
口
皇
岸
の
は
一
七
六
八
年
サ
モ
ア
全
脇
を

サ
モ
ア
紛
蛎
一
八
九

サ
モ
ァ
紛
箏

ｌ
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
外
交
史
の
一
考
察
Ｉ

ー

1

太
田

、

等

P



「

１

１

１

６

サ
モ
ア
紛
縦
一
九
○

知
り
「
航
海
者
の
蹄
」
Ｅ
呼
ん
だ
。
こ
の
名
榊
は
現
在
で
も
尚
用
ゐ
ら
れ
る
。
爵
周
○
こ
め
ｏ
は
一
七
八
七
年
群
貼
に
來
り
シ

、
イ
ラ
島
で
土
人
を
衝
突
し
て
数
人
の
乘
細
員
を
失
っ
た
。
次
い
で
来
つ
た
探
捻
家
は
騨
且
。
愚
號
船
長
同
身
劃
胃
号
（
一

七
九
一
年
）
、
○
．
ぐ
．
園
。
厨
。
言
の
（
一
八
一
面
年
）
で
あ
る
。
一
八
三
○
年
に
は
宣
教
師
］
．
雪
旨
幽
昌
の
な
る
者
が
布
教

の
鰯
め
に
渡
航
し
た
。
一
八
三
九
年
に
は
米
人
ｏ
・
急
募
。
”
が
群
貼
の
測
乎
笹
な
し
に
。
此
の
唾
よ
り
群
烏
特
に
ウ
ポ
ル

鮎
は
欧
米
賓
本
家
の
注
意
ど
惹
苔
始
め
に
。
白
人
渡
来
前
の
サ
モ
ア
の
政
滴
状
態
を
槻
る
ご
、
多
数
の
村
落
に
分
か
れ
各

凌
自
己
の
酋
長
に
よ
っ
て
統
治
せ
ら
れ
て
ゐ
に
。
然
し
峻
溌
多
く
の
村
落
は
《
《
弓
巨
冒
〕
〕
の
下
に
一
行
政
凧
荊
を
形
作
っ

た
。
弓
巨
冒
は
酋
長
の
助
言
と
援
助
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幽
王
《
《
弓
昌
筈
は
弓
眉
目
の
愈
議
に
依
存
し
て
ゐ
に
。

欧
米
人
渡
來
前
一
世
紀
以
上
サ
モ
ア
王
忌
日
巳
の
画
日
◎
曾
響
》
が
全
群
肪
を
支
配
し
て
ゐ
た
が
、
英
、
米
。
猫
人
来
航
以
後
ザ

モ
ア
人
は
二
派
に
分
裂
す
る
に
至
つ
に
。
へ
一
』

英
・
米
・
渦
商
人
の
渡
来
す
る
者
三
千
人
に
及
び
彼
等
の
間
に
激
し
い
商
業
戦
が
減
ぜ
ら
れ
↑
脂
。
英
米
商
人
の
商
取
引

が
餘
り
發
展
し
な
い
の
に
反
し
、
ハ
ム
プ
ル
グ
の
澗
辿
南
洋
烏
賀
易
杣
災
株
式
愈
祗
は
益
糞
共
の
業
務
を
披
張
し
て
亜
大

な
る
地
椛
を
も
土
人
の
淵
知
せ
ざ
る
う
ち
に
買
収
し
て
し
ま
つ
に
。
猫
迎
商
人
は
サ
モ
ア
に
於
て
は
主
ど
し
て
コ
プ
ラ
の

取
引
に
從
事
し
た
。
．
。
フ
ラ
は
椰
子
の
種
子
を
乾
し
た
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
農
雌
の
燈
油
を
搾
り
、
搾
澄
は
北
幟
の
無
毛

の
砂
地
で
飼
養
せ
ら
れ
る
家
畜
に
飼
料
ざ
し
て
與
へ
ら
れ
る
。
〔
二
）

か
く
の
如
く
經
濟
的
に
猫
逸
人
が
優
勢
で
あ
つ
↑
に
の
で
、
駐
在
英
米
領
事
は
何
時
し
か
協
同
し
て
凋
逃
に
對
抗
す
る
傾

向
を
生
じ
て
来
た
。
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一
八
七
二
年
合
衆
國
海
軍
提
督
旨
の
己
の
は
南
海
を
周
航
中
偶
然
シ
、
イ
ラ
烏
の
軍
事
的
に
榧
要
な
る
こ
己
を
發
見
し

た
の
で
、
直
ち
に
土
地
の
酋
長
Ｅ
條
約
を
締
結
し
て
。
今
コ
パ
、
．
に
海
軍
要
港
を
設
け
る
特
椛
を
確
保
し
婿
然
る
に
髄
時

の
上
院
は
こ
の
外
交
上
の
機
微
を
認
識
す
る
こ
さ
が
出
来
ず
、
こ
の
條
約
に
批
准
ど
與
へ
な
か
つ
に
か
ら
彼
の
努
力
も
報

い
ら
れ
る
ざ
こ
ろ
が
な
か
つ
に
。
一
八
七
五
年
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
は
○
巳
．
シ
，
国
煕
①
冒
胃
侭
の
儲
（
三
》
な
る
獅
逸
人
を
サ

モ
ア
に
派
遥
し
て
問
題
を
調
在
せ
し
め
に
。
彼
は
一
旦
大
統
恢
に
報
告
を
な
し
て
後
、
再
び
酋
長
宛
の
大
統
価
書
簡
そ
の

他
の
贈
物
を
携
へ
て
サ
ー
セ
ア
に
師
り
、
自
己
の
寅
任
に
於
て
政
府
を
建
て
政
治
を
行
つ
に
が
、
サ
モ
ア
の
支
配
者
っ
こ
し
て

彼
は
困
難
に
陥
り
、
且
つ
又
米
領
事
ざ
も
隙
を
生
じ
て
英
艦
に
便
平
し
て
サ
モ
ア
を
脱
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
破
目
に
陥

一
八
七
七
年
七
月
渦
逸
は
サ
モ
ア
を
保
謹
幽
さ
す
る
こ
さ
を
宣
言
し
仁
の
で
、
七
八
年
一
月
十
六
Ⅱ
ア
メ
リ
カ
政
府
は

ワ
シ
ン
ト
ン
に
於
て
、
サ
モ
ア
ざ
和
親
通
商
條
約
を
締
結
し
仁
。
九
一
條
約
に
依
れ
ば
、
ア
メ
丁
力
旋
物
の
無
税
輸
入
及

び
パ
、
コ
パ
ゞ
．
港
を
海
軍
要
港
ご
な
す
こ
さ
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
代
俄
ざ
し
て
ア
メ
リ
カ
は
「
若
し
不
幸
に
し
て
、
サ
モ
ア

政
府
と
合
衆
國
に
親
密
な
る
他
の
國
己
の
洲
に
何
ら
か
の
紛
乖
を
生
じ
、
若
し
く
は
將
来
生
ず
る
こ
”
こ
あ
ら
ぱ
、
合
衆
國

政
府
は
充
分
に
し
て
且
つ
健
全
な
る
基
礎
に
立
脚
し
て
こ
れ
ら
の
紛
争
笹
調
停
す
る
の
好
意
琴
竺
不
す
で
あ
ら
う
」
ご
記
し

て
ゐ
る
。
（
六
）
合
衆
風
が
無
智
の
土
人
か
ら
パ
幸
コ
パ
《
．
港
を
手
に
入
れ
に
こ
《
己
は
凋
逸
さ
の
對
立
抗
争
を
益
糞
激
化
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
、
一
八
七
八
年
に
於
て
は
ア
メ
リ
カ
岡
務
櫛
は
、
こ
の
邪
件
幻
眼
犬
な
る
怠
味
を
海
単
橘
が

理
解
す
る
程
に
は
理
解
し
て
ゐ
な
か
つ
に
。
閏
務
握
官
は
サ
モ
ア
に
は
サ
モ
ア
人
同
身
の
政
府
を
樹
立
せ
し
め
、
に
ピ
商

サ
モ
ア
紛
榊
一
九
一

つ
だ
○
《
円
）

I



〆

．
一
八
八
○
年
猫
逸
剛
會
は
サ
モ
ア
に
對
す
る
保
護
椎
を
否
決
し
た
。
北
稜
澗
・
英
・
丞
一
画
は
マ
リ
エ
ト
ア
王
ご
協
定

を
結
び
、
ア
ピ
ア
市
及
び
附
近
を
一
一
画
領
事
の
下
に
組
織
さ
れ
る
市
會
の
管
鱸
下
に
置
く
こ
、
道
人
な
っ
た
。
？
一
八
八
○
年

サ
モ
ア
紛
砺
一
九
二

業
上
の
特
椛
の
み
を
ア
メ
リ
カ
に
保
持
せ
ん
一
こ
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
（
七
）
然
る
に
サ
モ
ア
の
ア
メ
リ
カ
伽
邪
逹
は
峻
盈

此
の
條
約
を
以
て
保
誰
剛
を
建
設
す
る
も
の
だ
ぜ
」
解
擁
し
た
の
で
あ
っ
た
。
《
八
）

奄

翌
一
八
七
九
年
（
こ
の
年
旨
昌
。
８
画
な
る
者
が
自
ら
サ
モ
ア
閏
王
の
位
に
即
い
た
。
）
猫
準
己
英
阿
は
こ
の
マ
リ
エ
ト

ァ
王
さ
和
親
條
約
を
結
ん
だ
が
、
こ
れ
は
並
刷
通
の
條
約
で
、
何
ら
ア
メ
リ
カ
の
如
く
外
交
政
策
に
干
渉
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
サ
モ
ア
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
英
獅
叩
剛
か
ら
猫
立
を
認
め
ら
れ
た
。
（
九
）

．
（
一
）
国
凰
冨
口
己
８
↑
旨
⑦
胃
勗
Ｑ
Ｈ
Ｏ
の
の
⑦
の
民
○
口
ぐ
①
『
の
貝
ご
口
吻
‐
Ｆ
⑦
肖
弄
○
口
．

。
ご
○
演
目
号
曹
鈩
９
国
－
８
国
口
昔
』
○
日
月
田
．
（
ｚ
９
ぐ
禺
○
鼻
．
石
巴
〕
己
．
ご
ｃ
・

戻
。
Ｐ
鳥
目
②
）
揖
国
再
○
昌
烏
号
①
甸
○
風
碩
口
国
辱
胃
旦
呂
⑦
ロ
、
．
〈
ｚ
，
掛
昌
Ｂ
ｅ
己
・
い
８
．

（
一
己
罰
ｇ
ａ
（
弓
胃
国
の
①
○
局
シ
ｇ
２
ｇ
ｐ
Ｑ
ぐ
罠
醗
昌
○
巳
に
依
‐
れ
ば
彼
は
ド
ン
キ
ホ
ー
‐
テ
式
紳
士
で
あ
っ
た
。

（
四
）
］
．
国
．
冨
○
日
⑦
》
弓
胃
も
昌
口
の
営
①
の
○
局
崖
Ｂ
２
８
口
ロ
苞
○
日
目
目
．
（
Ｆ
ｏ
ご
Ｑ
ｏ
ｐ
．
ｚ
⑦
君
国
０
１
巳
里
巴
で
．
②
段
，

（
五
）
既
に
こ
の
昨
サ
モ
ア
に
は
机
鞭
・
空
一
派
が
對
立
し
て
ゐ
た
。

里
◇
園
呂
忌
ワ
員
己
，
心
８
．
ｚ
①
員
口
ぬ
野
卑
。
①
日
ロ
口
〕
己
○
昌
言
口
営
○
日
画
昌
．
（
冨
民
｛
闇
８
℃
．
い
余
．

（
七
）
Ｐ
Ｑ
ｍ
ｇ
の
．
ザ
匙
．
ｐ
獣
』
．

（
七
）
シ
鳥
目
〕
の
．
夢
佳
．
ｐ
い

行
〕
ノ
」
杓
脾
昌
蓉
惇
Ｃ
－
ｐ
・
も
・
上
こ
こ
。

（
九
）
戸
国
．
冒
○
尋
鼻
》
弓
写
⑦
ロ
ざ
』
○
日
昌
一
。
”
鼻
量
○
口
の
其
Ｑ
３
鼻
国
Ｈ
』
冒
旨
ｍ
５
ｇ
岳
の
ロ
．
叩
．
（
Ｆ
日
艮
Ｑ
ｐ
ら
い
８
口
．
闇
、
．

〔
八
〕
甸
肘
戸
澤
屋
．
回
心
○
○

で

夕

二

’

1



~

十
一
月
冒
農
の
８
圏
層
眉
⑥
富
が
王
に
な
る
芭
反
對
派
が
酋
長
弓
画
日
画
”
。
の
。
を
王
に
選
ん
だ
の
で
叛
乱
が
勃
發
し
た
・
三

國
領
事
は
土
人
の
徒
黛
争
ひ
の
爲
め
サ
モ
ア
政
府
の
不
安
定
な
る
を
利
用
し
て
、
各
盈
自
己
の
笹
幡
椛
を
確
保
す
る
た
め

に
暗
中
飛
躍
を
始
め
に
。
渦
逸
人
は
タ
マ
セ
ー
ズ
を
援
け
、
一
方
英
。
米
人
は
現
王
マ
リ
エ
ト
ア
を
援
助
す
る
立
場
に
あ

っ
た
。
マ
リ
ェ
ト
ァ
の
派
が
獅
逸
人
を
侮
辱
し
掠
奪
を
行
っ
た
の
で
一
八
八
五
年
十
二
月
潤
逸
領
事
は
ア
ピ
ア
市
含
に
於

て
、
サ
モ
ア
王
を
攻
撃
し
、
翌
年
一
月
に
は
陸
戦
隊
を
以
て
王
を
ア
ピ
ア
よ
り
辿
放
し
猫
逸
岡
城
を
王
宮
に
掲
げ
た
。

從
來
合
衆
國
は
、
サ
モ
ア
の
運
命
に
開
し
て
、
ハ
ツ
キ
リ
し
た
態
度
を
さ
っ
て
は
ゐ
な
か
つ
に
。
ア
メ
リ
カ
の
傅
統
政

漿
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら
速
く
距
つ
に
事
件
に
巻
添
へ
む
喰
ふ
こ
『
と
を
禁
じ
て
あ
っ
た
。
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
（
一
八
八
五

‐
’
八
九
年
、
一
八
九
三
’
九
七
年
大
統
領
）
は
蚊
も
忠
蛮
に
傅
統
に
從
っ
た
人
で
あ
る
．
併
し
、
サ
モ
ア
ざ
の
利
害

關
係
が
密
接
の
度
を
増
し
て
来
る
ざ
共
に
ア
メ
リ
カ
の
態
度
も
徐
堂
に
愛
化
し
て
來
ね
ぱ
な
ら
な
か
つ
に
。
一
八
八
六
年

一
月
國
務
長
官
ベ
ャ
ー
ド
は
伯
林
駐
剖
米
國
公
使
に
訓
令
を
發
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
既
約
條
約
に
基
く
令
衆
剛
の
諦

椛
利
を
侵
害
す
る
が
如
き
行
爲
は
些
か
た
り
だ
も
蛮
行
さ
れ
ざ
る
↑
」
Ｅ
を
期
待
す
雪
こ
云
ふ
意
味
の
詫
明
を
柵
逃
政
府
に
向

っ
て
な
さ
し
め
た
。
猫
逸
政
府
は
之
に
對
し
て
は
友
誼
的
回
答
を
寄
せ
に
の
で
あ
つ
に
。
一
一
）

サ
モ
ア
王
は
ア
メ
リ
カ
領
事
に
保
准
を
求
め
て
來
仁
の
で
、
領
事
は
世
ち
に
之
に
同
意
を
典
へ
た
。
五
川
ア
メ
リ
カ
領

事
９
の
ｇ
宮
屋
目
は
柵
逸
の
攻
禦
的
計
謹
を
封
鎖
す
る
た
め
、
猫
断
を
以
て
サ
モ
ア
の
保
護
剛
た
る
こ
こ
を
宣
言
し
た
。

英
國
は
サ
モ
ア
に
於
け
る
澗
逃
の
世
界
政
策
に
は
快
か
ら
ず
思
っ
て
ゐ
仁
が
、
同
時
に
ア
メ
リ
カ
領
事
の
態
度
に
も
反
對

し
な
け
れ
ば
な
ち
な
か
っ
た
。
英
國
は
外
閏
の
干
渉
は
サ
モ
ア
人
に
幸
祁
を
噺
す
も
の
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
岡
際
關
係

’
ロ
。
、
ワ
”
ロ
も
、
ｆ
・サ

モ
マ
／
紛
蛎
一
九
三

円

１

Ｉ



1
－

〃

中
叩
卜
翁
蒔

｜
呉
三

細
諜
鰐
牟
j今
合
い
鼻
シ
ト
ル
j型
總
周
Q鳰
冨
帽
や
含
岬
MJWF<FIQ4』

。
、
=､~1､'心

ハ
淫
型
牟
岬
卜
く
:良
痙
諏
や
薑
当

や
､｡‘
”
｣細
説
く
や
『
Q黒
。
尋
e淵
淵
息
へ
＆
1Kや
1-』
呈
祷
s堂
喘
､
ﾆ蝿
二
111に

緯
)援
龍
や
｡QIJfyJ逆

巨
匡
へ
〆
替
ら
Ⅸ
｣禁
く
黒
。

K匡
三
詩
el"!IIIEe卓

精
e廟
,｡sや

替
泉
●
塁
‘
｣”
､箪
譜
害
』
黒
。
酉
､物
〈
キ
ー
淫
細
貝
△
い
「
仁
鶉
豆
逆
牽
謹
葺
箪
轍

I｣′
渋
・
､/蓮
ヤ
ー
H澤
ト
リ
室
謹
葺
黒
蝿
IJｼ｣､勤

注
ヤ
ト
｣γ
｣釦
謹
今
織
ら
”
匡
鑿
劃
L』
′

今
W卜
L』
雲
I-'三

厘
昏
備
Q三
s

置
漿
惠
謂
霊
渠
輻
細
迄
蝿
‘
｣卿
釦
や
岸
刷
饗
ら
c」
脚
郵
に
g黒
。
篝
遥
111ge睾

潟
$'=1農

今
卜
'ﾄ｣e婁

些
釦
棄
＜
や
母

幻
。

（11’
泉
へ
/ヨ
ト
'
1<<単

吟
曇
栄
窯
置
"gSirLionelSackville-West.惠

剥
噂
墨
vonAlbensleben.栄

亘

櫓
単
位
鋤
〈
.キ
ー
淫
s室
L』
′
い
ふ
ハ
ー
ハ
L』
雲
HE二

瀧
嫡
至
鑿
棚
ﾆｷ｣
(K=)裳

′
奉
山
ト
リ
三
厘
轡
､Q豐

拭
s営
皇

釦
蟄
OY榊

泉
旦
蕎
ふ
い
掴
型
e1蒲

細
rt紳

為
，
黒
eや
罎
穏
這
饗
剴
漿
釆
逆
割
当
に
●
黒
。
雲
剥
逗
淵
蓮
卜
釦
卜
釦

牽
謹
詞
卿
縛
や
縄
釦
副
埣
』
IJ溌

囚
や
′

'<キ
ー
淫
迩
111ae蕊

雪
￥
制
，
1－
』
判
く
s唾
矩
割
室
細
剴
い
誉
心
星
遥
替
四

国
"｣'淵

娯
-M-lq室

紅
型
亟
逗
嬉
罵
緯
燕
係
や
′
偉
瀧
迩
崇
淺
製
e聿
鶯
糾
劇
蚕
1,忌
､QIJBK_)弍

替
○
塁
娘
′

’
｣s三
里

蝉
萱
e悩
唾
e蝋
至
袰
細
醸
三
lrUく

ｼJや
『
Qや
sや
骨
･里
。
菫
今
′
宇
叫
卜
や
逆
超
舞
e窯
峠
漿
や
蚕
ご
淵
蒋
s謡
喬

｡,の
婁
逆
●
い
絹
々
鶚
裟
旦
旧
仁
●
黒
。

．
●
二
糧
e勲
套
迩
匡
や
緯
…
′
雲
割
当
喜
迩
議
含
望
昼
s鴬
掴
釦
罫
裂
や
､Qﾄ｣')J替

へ
/′

拳
w卜
e痙
亘
ご
撚
型
壼
牟
細

篭
今
い
，
纒
里
雲
剥
く
戦
《
｡黒
患
総
（
｜
＜
く
隅
叶
s逢
雌
）
型
穎
や
幻
藻
伸
雲
謹
細
レ
F､H÷

卜
淵
u獣
鶚
ギ
ョ
含

黒
。
架
今
尋
娘
!醤
景
今
誉
ら
諜
仁
′
鞭
､/迩

制
毒
砦
貝
皇
峯
諜
4ｺUま

い
過
ヨ
栂
里
豊
里
燗
篝
や
､Q喫

囚
‘
niU竿

進
今
角

黒
。
ヤ
ー
H÷
卜
廷
罫
e個
釦
細
獣
勾
′
淵
追
､$j壽

蒔
’
む
こ
い
′

ヤ
ー
,》
午
含
室
型
遥
滑
む
こ
製
。
、
ヤ
￥
－
K壗
淵
曇

ノ

、



、

‐

ノ

に
即
け
ら
れ
猫
逸
人
卑
目
旦
凰
の
（
誰
〕
が
顧
問
に
な
っ
た
。
彼
の
王
位
も
永
綾
き
は
し
な
か
っ
た
。
一
八
八
八
年
九
月
多

数
の
土
人
は
タ
マ
セ
ー
ズ
に
反
抗
し
て
旨
画
冒
罠
画
を
王
に
選
ん
で
、
凋
逸
人
に
敵
對
行
爲
を
さ
り
始
め
に
・
タ
マ
セ
ー

ズ
は
痛
く
敗
ら
れ
た
。
猫
逃
軍
艦
は
マ
タ
ー
フ
ア
の
村
を
砲
撃
し
た
。
十
二
川
に
は
渦
逸
人
の
生
命
財
産
保
謹
の
鰯
め
上

陸
し
て
ゐ
に
凋
逸
水
兵
の
一
隊
は
マ
タ
ー
フ
ア
の
軍
隊
に
侮
辱
さ
れ
多
数
の
死
傷
折
を
出
す
に
至
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は

戦
時
状
態
を
宜
言
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
剖
珊
逸
公
使
は
ア
メ
リ
カ
人
国
①
言
な
る
新
が
過
日
の
狐
逸
水
兵
を
襲
蝶
し
た

軍
隊
の
指
揮
着
で
あ
っ
た
こ
さ
は
迩
憾
で
あ
る
Ｅ
語
っ
た
。
こ
の
郡
は
そ
の
後
の
訓
禿
に
曲
り
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
は
否

柵
逸
の
輿
論
は
軍
隊
の
復
挫
を
要
求
し
た
。

｜
ノ
メ
リ
カ
で
は
サ
モ
ア
の
事
怖
、
禽
議
の
延
期
、
マ
リ
ェ
ト
ア
王
の
流
刑
荘
ざ
が
報
道
さ
れ
た
時
、
剛
内
に
は
疑
念
を

戸

交
へ
た
愉
悪
の
感
情
が
庇
ま
っ
て
行
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
は
サ
モ
ア
人
の
英
雄
的
行
動
に
う
た
れ
て
彼
等
を
保
謹
す
べ
き

こ
ざ
を
政
府
に
要
求
す
る
や
う
に
な
つ
に
。
《
四
）

イ
ギ
リ
ス
人
も
亦
凋
逸
人
が
土
人
を
岻
辿
し
て
、
英
商
人
、
こ
の
取
引
を
禁
じ
、
土
人
の
生
産
品
が
猫
逃
商
人
に
取
扱
は

れ
に
こ
ざ
に
不
滿
を
抱
い
て
ゐ
仁
・
サ
モ
ア
を
中
心
に
獅
逸
對
英
・
米
の
敵
對
が
表
面
に
現
は
れ
て
来
仁
・
ア
ピ
ア
港
内
に

は
柵
・
英
・
米
三
國
の
軍
艦
が
航
る
迩
辿
し
た
状
態
で
、
今
に
も
火
荒
を
切
ら
ん
ば
か
り
の
状
況
で
錨
を
投
じ
て
ゐ
に
。

定
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
言

ア
メ
リ
カ
國
内
で
は
戦
闘
附
始
の
風
諭
さ
へ
仰
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

．
一
八
八
九
年
二
川
ビ
ス
マ
ル
ク
は
猟
・
英
・
米
三
國
御
識
を
仙
林
に
Ⅲ
催
せ
ん
こ
ざ
を
各
剛
に
提
議
し
た
。
常
時
の

サ
モ
ア
紛
鞭
一
九
五

｜

』

h
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I

サ
モ
ア
紛
縦
一
々
九
六

英
首
相
粂
外
祁
ゾ
ー
ル
ス
ベ
リ
ー
卿
は
「
若
し
其
提
議
が
合
衆
剛
政
府
に
容
認
せ
ら
る
Ｌ
も
の
な
ら
ば
、
帝
剛
政
府
に
は

何
等
異
存
は
な
い
」
ご
言
明
し
枢
。
米
阿
務
長
官
ベ
ャ
ー
ド
は
「
・
御
議
の
成
否
は
一
に
猫
逃
が
死
傷
水
兵
に
對
す
る
扱
害

賠
俄
の
要
求
を
差
控
え
る
か
否
か
に
懸
っ
て
ゐ
る
」
・
乙
述
・
ぺ
て
狗
議
の
開
催
に
岡
意
し
て
ゐ
る
が
、
三
川
の
ク
リ
ー
プ
｜
フ

ン
ド
、
ご
共
に
任
期
浦
ち
て
共
の
職
を
ブ
レ
ー
ン
に
讓
つ
に
。
．

（
一
）
○
胃
口
胃
匙
将
昌
且
胃
同
国
厨
８
ｑ
・
ぐ
巳
．
ぐ
目
．
岳
⑦
ロ
昌
蔚
巳
津
具
の
、
》
（
Ｆ
ｏ
昌
旦
○
口
．
ご
Ｓ
）
ｐ
段
脚

三
Ｈ
に
は
ア
ピ
ア
港
に
於
け
る
三
國
艦
隊
の
間
の
對
抗
緊
張
は
そ
の
蚊
高
潮
に
逹
し
た
槻
が
あ
っ
た
が
、
突
如
來
襲
し

に
鮠
風
（
三
月
十
五
日
）
は
恐
る
べ
き
天
の
威
力
を
發
揮
し
て
敵
味
方
の
別
な
く
多
大
の
損
傷
を
與
へ
て
し
ま
つ
に
ｌ
め

ア
ピ
ア
港
の
重
苦
し
い
室
氣
も
一
掃
さ
れ
て
し
奉
ろ
だ
・
・

サ
モ
ア
問
題
に
開
す
る
伯
林
會
議
は
；
一
八
八
九
年
四
月
二
十
九
日
よ
り
．
六
月
十
四
日
に
亘
っ
て
開
催
さ
れ
槌
。
評
」
れ
は

一
八
八
七
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
に
於
け
る
會
議
の
再
開
を
企
剛
す
る
も
の
で
あ
２
恰
ア
メ
リ
カ
政
府
は
］
・
旨
Ｐ
民
画
の
い
○
口

（
誰
）
彼
は
（
ゞ
、
リ
ャ
の
退
役
砲
兵
大
尉
で
浪
漫
的
Ｈ
肱
心
に
術
み
、
サ
モ
ア
の
獅
逸
利
椛
に
深
き
關
係
を
も
っ
て
ゐ
た
と
云
は
れ
る
。

（
旨
○
尋
鼻
ゞ
夢
丘
．
ロ
圏
。
参
照
）

（
二
）
辱
［
Ｏ
舜
当
鍾
毎
』
ウ
』
Ｑ
・
己
．
い
②

Ｑ
－
Ｃ
ｏ
閏
吋
呂
呵
箆
瞬
①
）
つ
い
①
い

（
川
）
国
の
写
琴
丘
．
ロ
さ
戸
． 圏

三

切

参
照

’

I



、

を
主
席
全
権
を
し
て
、
そ
の
他
弓
員
。
の
８
計
の
如
き
老
練
の
士
を
全
椛
さ
し
て
伯
林
に
逢
っ
た
。

會
議
努
頭
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
マ
リ
エ
ト
ア
に
開
し
て
、
・
彼
は
猫
逸
こ
の
安
協
を
切
望
し
て
ゐ
た
の
で
、
彼
の
罪
を
赦
し

何
虚
な
り
さ
も
好
む
所
に
赴
く
自
由
を
與
へ
た
琶
述
べ
に
が
、
か
く
の
如
き
發
表
は
サ
モ
ア
問
題
の
發
生
原
因
を
否
定
し

た
も
の
で
問
題
の
討
論
を
こ
れ
以
上
綾
行
す
る
こ
さ
は
不
可
能
で
あ
っ
に
。
火
の
出
る
様
な
激
諭
が
繰
返
さ
れ
た
後
、
途

に
六
月
十
四
日
に
至
っ
て
伯
林
一
般
條
約
。
⑦
ロ
。
且
津
ｇ
烏
厚
剖
冒
が
訓
印
さ
れ
た
。
（
此
の
交
渉
中
ブ
レ
ー
ン
の
忍

耐
弧
巻
性
格
が
ピ
ス
マ
ル
ク
の
短
氣
、
と
對
照
さ
れ
る
。
）
條
約
に
依
れ
ば
、
サ
モ
ア
は
マ
リ
ェ
ト
ア
王
の
下
に
自
治
を
保

論
さ
れ
に
け
れ
ざ
も
、
三
國
の
共
同
管
理
８
且
○
目
口
冒
目
の
下
に
世
か
れ
る
こ
ざ
上
な
っ
た
。
併
し
、
此
の
條
約
は
土

人
に
も
欧
米
人
に
も
滿
足
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
つ
に
。
サ
モ
ア
の
王
は
自
己
の
身
分
に
倦
苔
足
ら
ず
恩
ひ
叉
一
ケ
月
九

十
五
弗
の
收
入
は
、
サ
モ
ア
の
司
法
権
を
執
行
す
る
爲
め
三
國
の
保
護
を
受
け
て
雇
怖
せ
ら
れ
た
一
端
典
人
の
俸
給
の
六

分
の
一
に
し
か
當
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
王
位
か
ら
除
外
さ
れ
た
酋
長
連
は
尚
一
時
不
幸
で
あ
つ

に
．
彼
等
は
王
の
稲
號
さ
そ
の
少
額
の
收
入
を
欲
し
仁
。
屡
，
外
國
の
冒
険
家
逹
の
後
援
を
得
て
王
位
纂
恋
の
武
装
暴
動

が
企
て
ら
れ
に
。
依
然
毒
こ
し
て
サ
モ
ア
に
は
不
安
の
氣
運
が
低
迷
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

（
誰
〕
○
．
諺
．
国
自
己
粋
目
．
詞
．
国
自
己
』
弓
胃
固
め
の
呉
煙
目
⑦
『
甘
曾
】
Ｑ
ぐ
罠
圃
昌
○
口
〕
ぐ
巳
．
目
．
詞
誤
今
参
照

八
九
三
年
に
至
っ
て
マ
タ
ー
フ
ア
が
叛
乱
し
た
。
既
に
岡
年
六
月
に
は
岡
務
長
官
グ
レ
シ
ャ
ム
は
米
國
駐
剖
英
國
公

サ
モ
ア
紛
娠
一
九
七

四

｣
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サ
モ
ア
紛
砺
一
九
八

使
顧
目
。
禺
。
計
の
に
、
マ
タ
ー
フ
ア
反
對
の
示
威
運
動
に
合
衆
閏
も
参
加
す
る
斤
を
告
げ
に
。
ニ
タ
ー
フ
ア
の
乱
は
、

そ
の
後
猟
・
英
・
米
三
國
の
干
渉
に
よ
っ
て
銀
睡
さ
れ
た
”
）
然
し
、
大
統
恢
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
は
一
隻
の
軍
艦
も
派
辿

し
な
か
っ
た
。
数
度
の
教
書
に
於
て
、
彼
は
サ
モ
ア
は
一
西
に
商
業
的
に
無
価
仙
な
の
み
な
ら
ず
、
入
り
組
ん
だ
岡
川
（
の
具
‐

自
警
局
国
罠
目
。
①
）
を
回
避
す
る
根
本
原
則
に
述
背
し
て
締
結
さ
れ
に
る
一
八
八
九
年
の
條
約
の
朧
止
を
要
求
す
る
、
ご
朧

明
し
た
。
併
し
、
合
衆
國
議
禽
の
意
見
は
必
ず
し
も
彼
ざ
方
向
を
同
じ
う
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
己
・

各
利
筈
闘
係
國
は
自
國
の
椛
益
を
保
護
す
る
鰯
め
に
は
、
サ
モ
ア
に
誰
川
な
政
府
を
必
要
さ
し
た
が
、
土
人
は
自
治
能

力
を
峡
さ
且
つ
蕪
派
手
ひ
の
鯛
め
、
サ
モ
ア
政
府
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
其
故
、
此
の
目
的
を
逹
す
る
鰯
め
に
は
諦
列
弧

が
自
ら
政
治
を
行
ひ
事
蛮
上
群
島
の
併
合
を
行
ふ
こ
、
迫
が
必
要
で
あ
っ
た
。
共
回
答
理
で
は
未
だ
充
分
で
な
か
っ
た
。
か

く
て
列
國
間
の
群
島
分
割
は
柑
然
起
り
來
る
こ
ご
」
で
あ
っ
た
（
一
」
。

一
八
九
八
年
八
月
マ
リ
エ
ト
ア
（
冒
凰
①
８
画
冒
眉
①
層
）
王
の
死
後
二
人
の
後
繼
候
補
肴
が
現
れ
に
。
マ
タ
ー
フ
ア
さ

昌
凰
の
８
国
司
自
自
（
故
マ
リ
エ
ト
ア
の
王
子
）
で
あ
る
。
一
八
八
九
年
の
條
約
に
依
れ
ば
、
か
く
の
如
き
場
合
に
は
、
サ

モ
ア
島
裁
判
所
主
肘
判
事
の
判
決
を
俟
っ
べ
き
こ
さ
が
規
定
さ
れ
て
居
る
。
主
席
判
事
の
米
人
尋
．
Ｆ
、
。
冨
目
胃
易
は
マ

リ
エ
ト
ア
ー
タ
ヌ
ウ
に
有
利
な
判
決
を
下
し
た
（
一
八
九
九
年
一
胤
初
）
が
マ
タ
ー
フ
ァ
は
承
服
し
な
い
。
秘
か
に
柵
逃

總
領
事
ロ
獄
．
”
。
“
の
の
扱
助
を
得
て
叛
い
た
。
合
衆
國
は
艦
隊
を
急
派
し
に
。
次
ぎ
に
事
件
Ｈ
記
を
誌
す
ざ

三
川
十
一
日
合
衆
剛
司
令
官
は
臨
時
政
府
及
マ
タ
ー
フ
ア
の
匿
位
、
前
に
剛
鎖
さ
れ
た
高
級
裁
判
所
の
開
始
を
宣
言

す
。

’
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司
鴎

高評 と ‐ 咄Ｓ 皿 興 、 ｉ ‐ 吟 い

》 卦

悼 澤 、 ． ’ ‐ Ｏ 旦 〆 ‐ ハ 〕 価 ｏ

奉 献 は 函 季 耐 ． 率 ・
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1

蚊
後
の
十
年
は
ア
メ
リ
カ
史
に
於
て
注
意
す
・
べ
き
幾
多
の
事
件
が
錯
綜
し
て
ゐ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
國
境
を
練
る
イ
ギ
リ

ス
ざ
の
紛
争
（
一
八
九
五
年
）
ハ
ワ
イ
併
合
（
一
八
九
八
年
）
キ
ュ
ー
零
〈
の
問
題
に
基
因
す
る
ス
ペ
イ
ン
↓
こ
の
戦
争
（
一

八
九
八
年
）
並
び
に
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
占
領
（
一
八
九
八
年
）
等
そ
の
主
な
る
外
交
上
の
事
件
で
あ
る
。
サ
モ
ア
の
亦
件
は

以
上
の
諸
問
題
に
比
べ
て
、
合
衆
國
に
さ
っ
て
よ
り
垂
大
問
題
ざ
は
老
へ
ら
れ
な
い
が
、
次
の
如
き
歴
史
的
意
義
を
兄
川

す
こ
壼
己
に
ｊ
っ
て
、
即
ち
ア
メ
リ
カ
外
交
史
に
於
け
る
醤
勢
力
琶
新
勢
力
ど
の
消
長
交
錨
を
観
察
し
得
る
事
件
ざ
し
て
み

る
時
、
へ
一
ゞ
興
味
深
、
い
も
の
が
あ
る
。

サ
モ
ア
紛
蛎
二
○
○

一
川
ロ
ン
ド
ン
に
て
洲
印
）
に
よ
っ
て
ロ
ー
ド
ハ
ウ
烏
、
ト
ン
ガ
群
蝿
、
ソ
ロ
モ
ン
群
晶
の
一
部
を
、
サ
モ
ア
の
代
俄
・
こ

し
て
領
有
す
る
こ
、
己
、
な
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
団
に
對
し
て
は
何
ら
の
代
悩
を
も
要
求
し
な
か
っ
た
。
（
泥
』

（
一
）
頃
嗣
冒
昌
①
ロ
》
口
討
シ
ロ
の
胃
①
旨
目
嘱
も
Ｏ
胃
岸
号
『
ぐ
①
【
⑦
旨
億
房
ロ
、
冨
鼻
①
ロ
ぐ
Ｏ
ｐ
Ｐ
日
①
呈
自
．
（
国
①
農
口
．
弓
圏
）
の
、

恩
Ｃ
ｌ
』
．

。
ご
シ
鳥
目
の
〕
夢
感
．
ｐ
厭
い
参
蝿

Ｑ
一
口
”
．
Ｑ
四
号
》
ｇ
ｏ
．
〕
少
呂
○
目
園
厨
ｇ
ｑ
具
島
⑦
ｑ
昌
斤
＆
鴎
鼻
の
の
ｚ
画
く
顎
ロ
ロ
念
ｍ
１
ｐ
ｏ
３
の
の
⑦
石
○
房
房
国
ｇ
Ｘ
目
ぐ
．

国
昌
冨
呂
己
ｏ
ｏ
ｐ
ｇ
⑦
具
い
く
巳
．
胃
．
厚
冒
ロ
日
。
ｐ
の
各
頚
参
照

〔
川
〕
属
片
口
胃
ロ
．
ザ
丘
．
ｍ
８
脚

（
五
）
ザ
丘
．
○
ｍ
目
胃
狩
①
）
ｐ
厭
い
旨
○
日
①
》
ｐ
囲
騨
参
照

か
く
て
、
二
十
年
近
く
綾
い
、
に
サ
ー
票
ノ
の
紛
季
も
渦
・
英
・
米
三
國
の
協
定
に
よ
っ
て
終
に
解
決
を
み
た
。
十
九
世
紀

五

’
！



ゴ

南
北
戦
争
後
セ
ワ
ー
ド
了
ン
ヵ
‐
ン
ご
ジ
ラ
ゾ
ン
大
統
闇
下
に
國
務
長
官
Ｘ
六
犀
’
六
九
笹
阜

ポ
レ
オ
ン
匡
世
の
軍
隊
を
メ
キ
シ
コ
よ
り
撤
退
せ
し
め
Ｆ
ｏ
そ
の
州
二
八
六
七
年
三
月
）
ロ
シ
ヤ
よ
り
七
百
千
蔑
弗

で
ア
ラ
ス
カ
を
買
ひ
ご
つ
に
。
彼
は
こ
れ
に
よ
２
Ｌ
カ
ナ
ダ
を
自
國
の
勢
力
下
に
世
く
こ
さ
が
川
來
る
ざ
老
へ
て
ゐ
一
宿

多
額
の
戦
横
に
悩
ま
さ
れ
、
西
部
に
は
尚
庇
大
な
る
未
開
拓
地
方
を
有
す
る
際
、
砿
漠
た
る
岩
山
ざ
氷
原
の
爲
め
に
莫
大

な
る
（
微
時
に
し
て
は
）
國
批
を
支
挑
ふ
こ
、
己
は
恐
の
こ
、
ご
だ
ざ
老
へ
る
下
院
議
員
も
あ
つ
に
。
叉
彼
は
南
方
熱
栫
地
方

へ
領
土
擴
張
を
志
し
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
、
．
の
サ
マ
ナ
繊
准
得
、
丁
抹
の
ヴ
ァ
ジ
ン
群
鵬
買
收
條
約
、
パ
ナ
マ
地
峡
支
配
椛

取
得
な
ぎ
彼
の
案
で
あ
つ
仁
が
上
院
は
承
認
を
典
へ
な
か
つ
だ
。
下
院
は
豫
弊
に
同
意
し
芯
か
つ
婿
次
期
大
統
領
グ
ラ

ン
ト
の
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
等
．
併
合
案
も
亦
上
院
の
否
決
に
あ
つ
↑
卜
。
微
時
上
院
に
席
を
有
し
て
ゐ
に
９
『
』
、
呂
冒
園
は
反

對
意
見
を
述
べ
て
、
人
諏
を
異
に
す
る
融
和
し
難
い
氏
族
の
住
む
熱
辮
地
方
を
領
有
す
る
こ
Ｅ
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
形
態

の
本
質
に
不
利
益
で
あ
る
。
「
蛍
下
は
犬
國
鵬
の
將
來
を
楓
は
ね
ば
な
ら
ね
覗
柄
を
取
扱
ひ
給
ふ
な
。
蛍
下
は
熱
辮
を
弊

戒
な
さ
れ
よ
」
（
二
）
さ
日
っ
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
思
想
が
柑
時
の
ア
メ
リ
カ
内
に
は
杵
迩
で
あ
つ
に
の
で
あ
る
。
一
八

七
七
年
迄
に
外
交
上
の
成
果
は
た
凹
一
一
カ
ラ
グ
ワ
條
約
（
一
八
六
七
年
）
ハ
ワ
イ
條
約
（
一
八
七
五
年
）
あ
る
の
み
で
ぁ

，
る
。
セ
ワ
ー
ド
の
如
き
叉
彼
の
後
を
襲
っ
た
Ｈ
・
フ
イ
シ
ュ
の
如
き
秀
れ
十
一
る
手
腕
を
有
し
仁
る
外
交
家
も
、
徒
ら
に
國

家
の
無
力
ご
國
民
の
不
信
任
の
時
代
に
は
外
交
政
策
の
師
る
困
難
な
る
こ
こ
を
寵
醗
せ
し
め
ら
れ
に
に
過
ぎ
《
峰
か
つ
に
。

一
八
八
○
年
代
に
は
人
口
の
異
椛
な
る
増
加
ご
工
業
の
躍
進
的
發
展
に
因
っ
て
覗
怖
は
著
し
く
鍵
化
し
て
來
に
。
デ
ィ

ュ
ウ
イ
は
．
八
八
五
年
乃
至
九
七
年
は
不
確
定
の
時
代
で
あ
る
。
動
ご
反
動
さ
が
速
か
な
る
連
練
に
於
て
交
錨
し
、
目

サ
モ
ア
紛
縦
二
○
一



】

著
述
家
テ
ォ
ド
ァ
Ⅱ
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
マ
ハ
ン
大
佐
な
ぎ
は
倦
む
こ
・
こ
を
知
ら
ざ
る
努
力
を
以
て
剛
氏
に
枇
界
政
策
を

理
解
せ
し
め
、
國
民
の
新
使
命
に
從
ふ
く
さ
所
以
を
教
へ
た
。
マ
ハ
ン
は
海
戦
史
海
軍
政
策
の
立
場
に
立
ち
、
彼
の
輿
論

サ
モ
ア
紛
鞭
二
○
二

的
も
進
歩
も
そ
の
安
定
惟
を
拙
き
、
そ
こ
に
は
經
濟
生
活
に
開
し
て
も
政
治
政
策
に
附
し
て
も
典
諭
の
一
致
が
な
い
。
古

き
政
煎
の
綱
領
は
新
し
き
問
題
に
即
唯
せ
ず
、
政
熊
の
政
策
は
困
迷
に
陥
っ
た
。
礎
明
な
る
政
治
家
逹
も
何
れ
の
道
を
選

ぶ
べ
き
か
に
迷
っ
た
。
そ
の
結
采
は
不
安
定
ご
逵
巡
ご
矛
府
、
己
で
あ
っ
た
銅
」
（
言
ご
述
べ
て
ゐ
る
が
、
外
交
上
に
於
て

も
全
く
さ
う
で
あ
つ
に
。
ブ
レ
ー
ン
の
如
き
蒋
誉
傅
統
↓
こ
は
全
く
机
反
す
る
行
動
を
こ
る
人
物
が
あ
る
か
ご
凪
へ
ぱ
、
ク

リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
の
如
く
傅
統
に
経
始
す
る
大
統
領
が
あ
る
な
ぎ
迂
餘
曲
折
を
極
め
た
時
代
で
あ
る
。

合
衆
凹
政
府
が
英
澗
さ
協
力
し
て
サ
モ
ア
共
同
符
理
を
行
っ
た
（
一
八
八
九
年
）
こ
↓
己
は
ワ
、
ン
ン
ト
ン
以
来
の
外
交
傅

統
（
モ
ン
ロ
ー
主
義
・
孤
立
政
策
）
に
述
背
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
ア
メ
リ
カ
叩
大
陸
の
遥
か
彼
方
に
住
む
未
州
人
種
の

運
命
決
定
に
干
與
す
る
意
思
表
示
を
な
し
た
に
止
ま
ち
、
で
そ
の
雑
利
一
ど
も
主
張
す
る
に
至
つ
ぢ
」
さ
は
ア
メ
リ
カ
外
交

史
に
於
け
る
新
し
い
傾
向
で
新
勢
力
の
擦
頭
に
起
囚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
概
し
て
阿
此
は
内
乱
後
の
國
内
問
題
に
は
次

節
に
興
味
を
失
っ
て
来
た
。
選
畢
に
勝
利
を
博
せ
ん
が
矯
め
な
さ
れ
た
雌
後
の
努
力
た
る
黒
人
投
票
（
一
八
九
○
年
）
の

問
題
も
將
に
失
敗
に
肺
せ
ん
ざ
し
に
。
へ
四
）
今
や
關
悦
Ⅷ
題
、
と
外
交
間
趣
の
み
が
剛
民
の
興
味
の
對
象
Ｅ
な
り
御
仁
に
過

ぎ
な
か
つ
仁
・
ワ
、
ン
ン
ト
ン
以
來
の
体
統
に
撞
論
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
吸
力
外
交
を
熱
望
す
る
與
揃
は
剛
内
に
傅
播

浸
潤
し
て
行
っ
た
。
獅
逸
の
史
家
ド
ロ
イ
ゼ
ン
、
ジ
ー
雫
ヘ
ル
、
ト
ラ
ィ
チ
ヶ
な
ど
が
幽
民
的
統
一
思
想
を
歴
史
的
に
基
礎

付
け
喧
傳
し
た
如
く
、
又
英
國
の
シ
ー
リ
ー
が
新
帝
國
主
義
的
思
想
界
の
維
一
の
使
徒
で
あ
っ
た
如
く
、
合
衆
國
の
史
家

l
1

Id



｡

、

に
及
ぼ
し
た
影
響
は
獺
逸
の
国
。
言
ｇ
く
①
鼠
冨
に
比
較
さ
れ
る
。
マ
ハ
ン
も
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
も
ア
メ
リ
カ
の
膨
脹
發
展

を
自
然
的
の
も
の
必
然
的
の
も
の
ざ
老
へ
て
ゐ
だ
。
《
五
）

ア
メ
リ
カ
帝
剛
主
錐
が
、
從
來
そ
の
内
に
於
て
何
ら
妨
害
さ
れ
る
こ
さ
な
く
弧
大
さ
な
つ
十
夫
陸
を
越
え
て
、
海
上
發

展
の
時
代
に
這
入
る
ご
自
然
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
の
諦
剛
さ
よ
り
密
接
な
開
係
を
生
ず
る
に
至
っ
た
。
．
さ
う
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
ア

メ
リ
カ
の
安
定
が
喪
失
さ
れ
る
こ
ざ
に
な
り
、
こ
’
に
右
力
な
海
軍
の
建
設
が
要
望
さ
れ
て
來
る
。
こ
れ
ま
で
巡
洋
艦
以

上
の
艦
艇
を
有
し
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
も
一
八
九
○
年
に
は
イ
ン
ー
プ
ィ
ャ
ナ
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
、
オ
レ
ゴ
ン
三
隻
の
一

等
戦
艦
の
建
造
案
を
議
盃
皿
に
提
川
し
て
協
禁
笹
經
て
ゐ
る
。
《
六
》
ハ
リ
ゾ
ン
犬
統
領
の
任
期
絡
了
（
・
一
八
九
三
年
）
・
醜
迄

に
は
ア
メ
リ
カ
海
軍
は
仙
界
第
土
一
位
よ
り
第
五
位
に
雌
逃
し
て
ゐ
娼
米
西
戦
籔
剛
数
ヶ
月
一
八
九
八
年
一
川
フ
ォ
ン

・
ホ
ル
ス
ト
は
艦
隊
ざ
軍
隊
の
發
展
的
増
加
、
蒋
仙
界
の
間
災
が
そ
の
下
に
於
て
は
窒
息
し
に
で
あ
ら
ぅ
雫
と
こ
ろ
の
あ
ら

ゆ
る
負
推
、
壱
書
い
て
ゐ
る
。
（
七
）
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
ス
ト
は
艇
に
述
、
ぺ
に
シ
ュ
ル
ッ
さ
共
に
傅
統
に
忠
蛮
な
側
に
脇
す
る

人
で
、
膨
脹
政
策
に
反
對
を
識
へ
る
「
小
ア
メ
リ
カ
主
義
村
」
で
あ
つ
・
に
Ｃ
彼
等
の
運
動
は
恐
流
に
逆
っ
て
努
力
す
る
力

弱
曹
泳
新
の
運
命
に
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
化
。
（
八
）
を
は
云
へ
、
サ
モ
ア
紛
争
を
長
引
か
せ
協
定
成
立
を
少
か
ら

ず
妨
げ
た
も
の
は
地
方
自
淌
椛
を
信
態
す
る
ア
メ
リ
カ
の
傅
統
で
あ
っ
た
。
若
し
ア
メ
リ
カ
が
杣
氏
地
の
披
張
を
是
な
り

壱
信
じ
て
ゐ
泥
な
ら
ば
、
サ
モ
ア
の
分
割
ご
安
協
は
容
易
で
あ
つ
↑
指
あ
ら
う
。

蚊
後
に
サ
モ
ア
紛
争
に
於
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
幽
が
は
じ
め
て
棚
逃
帝
叫
の
競
手
群
さ
な
つ
に
こ
こ
は
他
の
↑
朧
史
的
意

義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
稠
逸
が
柿
民
政
策
に
乘
り
川
し
た
の
は
一
八
八
川
年
以
来
の
こ
、
迫
で
あ
る
Ｃ
サ
モ
ア
群
胤
を
続

サ
モ
ア
紛
蛎
二
○
三

I

】



１

ゆ
〆

一

サ
モ
マ
／
紛
蛎
二
○
四

っ
て
此
の
二
新
進
帝
剛
主
漉
國
が
枇
界
史
の
舞
蕊
に
登
場
し
た
こ
さ
は
亜
要
税
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
サ
モ

ア
紛
鞭
解
決
に
糊
っ
て
も
特
に
誠
意
ご
奉
世
さ
協
調
的
態
度
を
以
て
臨
み
、
極
力
戦
争
を
避
け
て
來
た
さ
「
川
想
鎌
」
（
九
）

「
辨
淡
集
」
｛
士
に
於
て
述
べ
て
ゐ
る
。

皇
帝
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
及
び
宰
机
ビ
ュ
ロ
ー
は
海
軍
大
披
張
を
支
障
無
く
遂
行
す
る
篤
め
に
は
英
剛
の
好
意
を
必
要

ざ
し
た
が
矯
め
、
際
信
の
獄
及
び
冒
胃
昏
匡
の
鴎
の
昔
ど
の
關
係
を
絶
つ
鳴
こ
の
新
し
い
友
情
の
具
総
的
成
果
は
一
八
九

九
年
の
サ
モ
ア
條
約
で
あ
っ
鳴
英
剛
の
寛
大
な
態
度
ご
好
意
に
よ
っ
て
渦
逸
は
価
値
多
言
南
海
の
ア
ピ
ア
港
を
所
有
す

る
こ
こ
が
川
來
に
さ
へ
ル
モ
ル
ト
は
云
っ
て
ゐ
る
。
《
土
）

ア
グ
ム
ス
は
「
合
衆
閏
外
交
史
」
《
十
二
』
に
於
て
「
イ
ギ
リ
ス
人
ご
ア
メ
リ
カ
人
ざ
は
武
易
上
の
利
害
鮒
係
の
衝
突
に
基

因
す
る
紛
争
を
緩
和
す
る
こ
ご
に
は
横
れ
て
ゐ
る
。
け
れ
ざ
も
サ
モ
ア
の
場
合
に
は
第
三
蕪
が
現
れ
た
。
（
中
略
）
Ｒ
・
Ｌ

・
ス
チ
ヴ
ン
ゾ
ン
が
第
三
蕪
に
加
へ
た
注
樺
は
古
典
的
で
あ
る
。
『
た
ご
獅
逸
人
か
ら
一
片
の
ユ
ー
モ
ア
す
ら
見
川
す
こ

ざ
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
鹿
爪
ら
し
さ
は
殆
ど
信
じ
難
い
位
の
痂
疵
を
起
さ
せ
る
価
』
」
Ｅ
書
い
て
ゐ
る
が
ゲ
ル
マ
ン
人

さ
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
人
さ
の
感
情
の
満
で
あ
ら
う
。

へ
一
）

（
一
一
）

（
一
二
）

（
四
）

（
五
〕

国
．
○
口
。
冨
冒
〕
国
一
の
言
胃
詩
。
〒
己
○
房
ｇ
①
Ｐ
屋
諒
騨
Ｎ
①
Ｆ
詞
＆
①
口
．
国
Ｑ
・
弓
②
、
握
冒
⑦
望
畠
匡
．
島
①
廻
り
ｏ
閉
⑦
口
冒
胃
胃
の
．

司
貯
言
砕
匡
ｇ
ｐ
Ｌ
ｇ
・

可
．
Ｆ
ロ
巳
六
弓
堅
号
）
の
⑦
市

ロ
．
詞
．
ロ
⑦
尋
２
．
ｚ
昌

○
色
寓
旨
ご
『
匙
碗
の
》
つ
ひ
か
Ｐ

上
○
一
。

の
⑦
叩
。
鷺
。
言
①
旦
閏
ぐ
自
国
冒
哩
の
ロ
聾
目
蔚
口
ぐ
Ｏ
ｐ
Ｐ
目
⑦
三
日
・
園
ｇ
』
［
．
（
Ｆ
⑦
ざ
Ｎ
億
．
石
巴
）
の
扇
画

●
。

ｚ
鼻
５
口
巳
卑
○
堅
⑦
日
の
．
缶
親
‐
・
３
．
回
②

I
F

〆



術
サ
モ
ア
紛
蛾
に
就
い
て
は
測
逸
・
英
國
側
の
女
永
胆
に
依
り
別
の
立
場
よ
り
論
ず
る
こ
と
も
出
來
る
が
こ
れ
は
他
の
機
金
凶
に
譲
る
。

（
六
）
○
置
再
蚕
①
ざ
・
》

（
七
）
○
口
。
穴
の
ロ
．
色
．

「
Ｋ
〕
〕
ご
丘
．
、
。
の
劃

（
八
）
』
ウ
ー
Ｑ
・
の
。
、
科

（
九
）
国
ｍ
日
胃
ｏ
Ｆ
ｏ
⑦
骨
己

（
十
）
国
笥
異
国
、
日
胃
ｏ
訂
］

（
十
一
）
国
．
詞
国
①
言
〕
○
壹
岬

（
十
一
己
シ
Ｑ
胃
ロ
切
望
弓
匡
．
ロ

。
⑦
骨
口
歸

サ
モ
ア
紛
鞭

！
（
国
①
吋
二
目
。
房
Ｃ
』
や
）
の
、
。
－

弄
昔
①
詐
○
．
》
啓
丘
耳
。
。
で
、
心
巨
．

訂
Ｐ
Ｐ
夢
○
．
、
、
．
鴎ｍ
ｍ 、

⑦
ロ
ロ
．
両
働
ロ
ロ
曾
巨
『
】
鳴
口
．
国
巳
自
Ｆ
弓
い
い
８
．

戸
胃
。
弄
の
”
①
倖
⑦
ロ
》
閣
冨
（
”
⑦
。
毎
日
）
い
届
Ｐ

》
言
〕
○
一
計
》
同
旨
く
ぢ
弓
①
自
首
彦
吋
ゲ
ロ
ロ
。
⑦
昇
二
弓
①
』
哉
頤
①
の
。
三
○
岸
〕
厨
嗜
冨
Ｃ
』
‐
一
。
」
。
』

同
】
口

、
Ｊ
、
巳
▲

”
侭
０
戸

１
か
。

凶
Ｉ
②
。

ｌ

ｆ
I』

’
一

（
○
彦
曽
。
ご
耳
①
ロ
ヮ
戸
弓
甲
ら
ち
）
い
里
・

二
○
五

1
1




